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国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
の
選
定
に
関
す
る
検
討
会
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

先
に
受
け
取
っ
た
答
弁
書
に
関
し
て
、
以
下
再
質
問
す
る
。

一

先
の
答
弁
書
で
、
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
の
選
定
に
関
す
る
検
討
会
（
以
下
、
「
検
討
会
」
と
い
う
。
）
は
法
定
の
会

議
体
で
は
な
い
と
の
こ
と
だ
が
、
希
少
野
生
動
植
物
種
専
門
家
科
学
委
員
会
（
以
下
、
「
科
学
委
員
会
」
と
い
う
。
）
か
ら

の
検
討
の
指
示
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
検
討
会
が
主
体
的
に
提
案
し
た
種
を
、
科
学
委
員
会
が
検
討
し
て
い
る
以
上
、

検
討
会
の
委
員
は
、
科
学
委
員
会
の
委
員
と
同
様
に
、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
第

四
条
第
七
項
に
規
定
し
た
「
学
識
経
験
を
有
す
る
者
」
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
検
討
会
も
二
〇
一
三
年
六
月
四
日
の
衆
議

院
環
境
委
員
会
の
附
帯
決
議
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
法
定
」
さ
れ
た
検
討
会
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

二

希
少
野
生
動
植
物
を
守
る
た
め
の
科
学
委
員
会
に
関
す
る
質
問
主
意
書
へ
の
答
弁
三
に
お
い
て
、
検
討
会
の
位
置
付
け
は

「
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
の
新
規
指
定
等
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
明
確
に
示
し
て
い
る
と
の

こ
と
だ
が
、
「
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
の
新
規
指
定
等
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
」
に
は
、
「
科
学
委
員
会

の
委
員
数
名
＋
指
定
候
補
と
な
る
分
類
群
の
専
門
家
数
名
か
ら
な
る
非
公
開
の
検
討
会
に
お
い
て
、
科
学
的
知
見
を
尊
重
し

て
指
定
候
補
種
を
選
定
」
と
し
か
書
か
れ
て
い
ず
、
「
指
定
候
補
と
な
る
分
類
群
の
専
門
家
数
名
」
の
選
考
過
程
が
依
然
と

一



し
て
き
わ
め
て
不
透
明
で
あ
る
。
日
本
生
態
学
会
や
各
分
類
群
別
に
存
在
す
る
生
物
系
学
会
や
、
学
識
経
験
者
や
博
士
号
を

持
つ
専
門
家
が
多
く
在
籍
し
て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
や
自
然
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
公
益
財
団
法
人
の
協
力
を
仰
い
で
、
公
募
を
行
っ

て
広
く
会
員
や
職
員
に
呼
び
か
け
た
り
、
専
門
家
を
推
薦
し
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
た
だ
く
べ
き
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

二


